
議案第２５号 

 

栗山町継立地区特定環境保全公共下水道事業の受益者負担に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、栗山町継立地区特定環境保全公共下水道事業（以下「事業」とい

う。）に要する費用の一部に充てるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２２４条の規定に基づく受益者分担金（以下「分担金」という。）の徴収について必要

な事項を定めるものとする。 

（受益者） 

第２条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される継立地区特定環境保全

公共下水道の排水区域（以下「排水区域」という。）内に存する土地の所有者をいう。

ただし、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第８条第２項に規定する管理者

の権限を行う町長（以下「町長」という。）は地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸

借による権利（一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による

権利を除く。以下「地上権等」という。）の目的となっている土地については、その地

上権等を有する者と土地所有者とが協議し、当該土地に係る分担金を負担する者を定め

た場合は、その者を受益者とみなす。 

（分担区） 

第３条 この条例において「分担区」とは、分担金の額を算出する単位となる土地の区域

をいう。 

（分担区の決定等） 

第４条 町長は、排水区域及び排水区域に予定される区域を土地及びその他の状況に応じ

て分担区を区分することができる。 

２ 町長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域及び土地

の面積を告示するものとする。また、分担区の内容を変更しようとするときも同様とす

る。 

（分担区の分担金の総額） 

第５条 分担区の分担金の総額は、当該分担区における事業に要する費用のうち汚水管渠

事業費に係る単独事業費の範囲内の額とする。 



（受益者の分担金の額） 

第６条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条第１項の規定により告示され

た所有者の土地又は地上権等を有する土地の面積に、次の表に定める分担区の単位分担

金額を乗じて得た額とする。 

分担区 単位分担金額 

継立分担区 １平方メートル当たり ４００円 

（賦課対象区域の決定） 

第７条 町長は、年当初に当該年内に分担金を賦課しようとする区域（以下「賦課対象区

域」という。）を定めこれを告示しなければならない。 

２ 前項の規定により告示する区域は、同項に規定する告示の日現在においてすでに下水

道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第８号に定める処理区域になっているか、又は

翌年度内に処理区域となることが予定される区域でなければならない。 

（栗山町栗山地区公共下水道事業の受益者負担に関する条例の準用） 

第８条 この条例に定めるもののほか、事業の分担金については、栗山町栗山地区公共下

水道事業の受益者負担に関する条例（昭和６３年条例第２４号）の規定（第１条から第

７条まで及び第１５条の規定を除く。）を準用する。この場合において、同条例の規定

中「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第９条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（栗山町農業集落排水施設条例の廃止） 

２ 栗山町農業集落排水施設条例（平成２年条例第１６号）は、廃止する。 

（栗山町農業集落排水施設条例の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際現に廃止前の栗山町農業集落排水施設条例第１０条の規定により

準用する栗山町下水道事業の受益者負担に関する条例第７条第１項に規定する賦課対象

区域の告示があった区域における分担金については、なお従前の例による。 


